
平成２５年９月２７日

船舶事故調査報告書（ＭＡ２０１３－５）（公表年月日：平成２５年５月３１日）

船舶事故等調査報告書の訂正について

　標記について、下記正誤表のとおり訂正します。

記

船種船名：水上オートバイホワイトウイング

事故種類：乗組員死亡

１頁　発生場所欄 東経１３６°５７.９′ 東経１３５°５７.９′

発生日時：平成２４年８月２２日（水）　１４時００分ごろ

発生場所：滋賀県大津市南小松地先の琵琶湖
　　　　　　滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位０３９°２３０ｍ付近

正　誤　表

訂正箇所 誤 正
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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２４年８月２２日（水） １４時００分ごろ 

発生場所 滋賀県大津市南小松地先の琵琶湖 

滋賀県大津市所在の男松三等三角点から真方位０３９°２３０ｍ付近 

（概位 北緯３５°１３.８′ 東経１３６°５７.９′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

水上オートバイ ホワイトウイング、０.１トン 

 ２５３－２６０６６滋賀、有限会社ガルーダ 

 ２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、９５kＷ、平成１２年８月、最大搭載人員３人 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３７歳  

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録 日 平成４年５月１８日 

  免許証交付日 平成２４年６月７日 

         （平成２９年６月１７日まで有効） 

同乗者Ａ 男性 ２４歳 

同乗者Ｂ 女性  

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 事故の経過 本船は、船長が 1 人で乗り組み、座席後部に前から順にいずれも救

命胴衣を着用している同乗者Ｂ及び同乗者Ａを乗せ、大津市南小松に

所在する近江舞子中浜水泳場の遊泳区域東側の浜辺を発進し、沖に向

けて徐々に速力を上げて遊走していたところ、波浪による上下動が大

きくなり、平成２４年８月２２日１４時００分ごろ転覆して３人は落

水した。 

同乗者Ａは、湖面に浮いているとき、船長から水上オートバイのキ

ーを渡され、キルスイッチが作動して停止している本船を取りに行く

ように依頼され、泳いで本船に向かった。 

同乗者Ｂは、船長から「大丈夫、大丈夫」と言われて湖面に浮いて

いたが、船長が徐々に流されて離れるようになり、間もなく船長を見
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失った。 

同乗者Ａは、本船に泳ぎ着いて乗り込み、１４時１０分ごろ同乗者

Ｂが浮いている所に戻ったが、船長が見当たらず、同乗者Ｂに船長の

行方を聞いたものの、分からないとのことだったので、付近を捜した

後、同乗者Ｂを乗せて同行者がいる発進した場所に戻り、他の水上オ

ートバイの遊走者に声を掛けて再度付近水域を捜したが、船長を発見

できず、警察への通報を依頼した。 

船長は、８月３０日１２時００分ごろ、本船が転覆した場所の北方

３００ｍ付近の湖上で発見され、死因は溺死と検案された。 

 気象・海象 

 

(1) 気象 

① 警報、注意報の発表状況 

 本事故の発生前には、風に関する警報又は注意報は発表され

ておらず、彦根地方気象台は、８月２１日１４時４２分、大津

市北部に雷注意報を発表し、本事故発生当時継続されていた。 

② 気象観測値 

本事故発生場所の北西方約１,２００ｍ付近に位置する大津市

所在の南小松地域気象観測所の観測値は、次のとおりであっ

た。 

時刻 

（時:分） 

１０分間平均 最大瞬間 
気温 

（℃） 風向 
風速

（m/s） 
風向 

風速

（m/s） 

12:00 ESE 1.3 East 3.2 31.2 

12:10 SE 1.4 South 2.5 32.7 

12:20 ESE 1.7 ESE 3.4 31.2 

12:30 SE 1.4 SE 2.8 31.9 

12:40 ESE 1.1 ESE 2.6 31.8 

12:50 ESE 1.2 SE 2.7 32.2 

13:00 SE 2.7 SE 5.8 33.2 

13:10 SE 3.5 ESE 6.7 32.8 

13:20 SE 4.4 ESE 7.7 32.4 

13:30 SE 3.6 SE 7.6 32.3 

13:40 SE 3.6 SE 7.6 32.4 

13:50 SSE 3.6 SE 8.1 32.3 

14:00 SSE 2.9 South 6.4 31.6 

(2) 海象 

波高 約 1ｍ、水温 約２９.４℃ 

 その他の事項 

 

 船長は、同乗者Ａ及び同行者と１２時ごろ近江舞子中浜水泳場付近

に到着し、レンタルショップを経営する船舶所有者から本船を借り受

けて遊走を始めた。 
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船長は、海水パンツ及び主に保温や日焼け防止機能のある長袖のシ

ャツを着ていたが、救命胴衣を着用していなかった。 

船長の家族によれば、船長は、泳ぐことができ、持病はなかった。 

同乗者Ａは、遊走を開始した頃と比べて波浪が高くなっていること

に気付いていたが、本事故発生前に船長と沖に出るのをやめることに

ついて会話することはなかった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

なし 

あり 

 船長の死因は、溺死であった。 

 本船は、琵琶湖西岸の近江舞子中浜水泳場沖を遊走中、波浪を受け

て転覆したことから、船長及び同乗者２人が落水し、船長が死亡した

ものと考えられる。 

 船長は、落水後、溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況

を明らかにすることはできなかった。 

 船長は、救命胴衣を着用していれば、同乗者Ｂと共に救助された可

能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、琵琶湖西岸の近江舞子中浜水泳場沖を遊走中、

波浪を受けて転覆したため、船長が落水したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・水上オートバイで遊走する場合は、救命胴衣を着用すること。 

・水上オートバイでの遊走は、波浪が高いときは控えること。 

 




